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建物の安全と建築基準法 

改 装 工 事 に 着 手 す る 前 に 必 要 な 

●建築確認申請の必要な工事ではありませんか 

 特殊建築物（※）に用途変更して、その面積が200㎡をこえる場合は、工事前に建築確認申請を

行って、審査機関のチェックを受ける必要があります。 

 建築確認申請の対象とならない小規模の用途変更工事、一般的な改装工事においても違法な工事

とならないよう注意する必要があります。 

●消防法に基づく届出や検査を行っていますか 

ア)消防用設備の工事を行う場合は、着工の10日前までに消防設備士が消防署に届け出る必要があります。 

イ)消防用設備を設置した時は、消防署の検査を受ける必要があります。 

ウ)防火対象の建物は、使用開始の7日前までに届け出て消防署の検査を受ける必要があります。(防

火対象かどうかは、各消防署の指導係にお問合せください） 

ちょっとの改装でも法に違反することがあります 
安易に工事してしまいそうなことですが、建築基準法や消防法の理解不足から法に違反する工事を行って

しまい、火災等が起これば、避難や防火上危険な状況になることが予想される建物が多く見受けられます。 

 こうしたことにならないよう、建物の用途変更のときや内装工事をおこなうときは特に注意が必要です。 

※特殊建築物・・・映画館、劇場、病院、ホテル、旅館、保育所、学校、物品販売店、遊技場、展示場、バー、キャバレー、 

飲食店、共同住宅、駐車場、自動車修理工場等の用途を含む建物 

 

 

防犯面や部屋のデザイン 

から窓をふさぐだけ？ 

火災の際に充満する煙を屋外 

へ排出し、一酸化炭素による活 

動障害を引き起こさないことが 

必要【排煙設備】 

 

 壁紙をやり直すだけ？ 

壁紙など内装材の不燃化が必要

な建物である場合は不燃材料を使

うことが必要【内装制限】 

 

 廊下や階段に 

すぐに動かせる荷物を置くだけ？ 

火災時の避難を確実にすることが求め 

られるため、廊下や階段の空間を確保 

して防火戸が閉まることが必要【防火戸】 

 

 いらない壁だから撤去するだけ？ 

火災の被害を最小限にするため、建物

の階段部分などを耐火性のある壁や扉

で区画することが必要 【防火区画】 

 
普段点灯していない 

照明だから外すだけ？ 

火災等による停電時でもスムーズ

に避難が行えるよう最低の明るさを

確保することが必要【非常用照明】 
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建物の用途を変更する、改装のため内装工事をやり直す、そんな 

時にも建築基準法や消防法などの法令を守って工事をしましょう 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きをしてください 

防火区画 
・ 

防火戸 

[面積区画] 

一定規模以上の建物を対象に建物内部の火災

に対する延焼防止と、その被害を局所的に抑

えるため、一定面積以下に区画します。 

［異種用途区画］ 

同一建物の中で異なる特殊建築物の用途があ

る場合、各用途部分で利用者、利用時間、火

災発生危険度など異なることが多いことから

それぞれを区画します。 

 
［竪穴区画］ 

階段や吹抜け部分などは

急速な火煙の伝播経路に

なる垂直部分とその他の

部分を区画し、火煙の通

り道を遮断します。 

［防火戸］ 

火災の延焼を防止するため防火区画に設けら

れる扉で、特定防火設備と防火設備がありま

す。常時閉まっているものや煙感知器と連動

して閉まるものがあります。 

非常用 

照明 

特殊建築物や階数が３以上で、延床面積500㎡以上の建物などでは停電しても避難のための最低

限の明るさを確保する照明器具が必要です。 

② 居室、居室から地上に通じる廊下、階段、通路に設置することが必要です。 

②照度は床面で、白熱灯は１ルクス、蛍光灯,LEDは２ルクス以上必要です。 

注）・非常口に誘導する誘導灯（緑色）とは別のものです。（消防設備） 

  ・定期的に点検し、球切れや、電池切れは交換してください。 

内装制限 

特殊建築物（一定規模以上）や一定規模以上の建物、火気を使用する

調理室などでは内装材料に難燃、準不燃、不燃の性能を満たすものを

使用し、火災の拡大を防ぎ、避難経路を確保することが必要です。 

排煙設備 
特殊建築物（一定規模以上）や一定の要件に該当する建物などに設ける

必要があります。手動で開放できる窓で煙を自然に排出させるもの（自

然排煙設備といい天井から80㎝以内の部分のみが有効）、排煙機のファ

ンによって強制的に煙を排出する設備（機械排煙設備）があります。 

 

建築基準法では、内装材を不燃材料にするなどの条件を満たすことで排煙設備の設置が免除されてい

る場合もありますので、内装工事で壁や天井のクロスを貼り替える場合などには特に注意が必要です。 

建 築 基 準 法 ま め 知 識 


